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１　投票区再編の趣旨 

　昭和３０年３月に１町５か村が合併し、現在の形となった石川町は、令和７年

３月で合併から７０年を迎えます。昭和３０年１０月１日現在の人口は２５，１

１７人（４，１２７世帯）ありましたが、年々人口減少が進み、令和６年１０月

１日現在では１３，７３５人（５，８０８世帯）まで減少しています。この人口

減少傾向は、全国的に問題化している少子高齢化や過疎化等により、今後も続い

ていくことが予想されます。 

　人口減少により選挙人名簿登録者数（有権者数）が減少する一方、平成１５年

１２月から始まった「期日前投票制度」は、年々利用者が増加しており、直近の

衆議院議員総選挙では投票者のうち約５割の方が期日前投票を行っています。 

　また、公職選挙法が改正されるなど、選挙を取り巻く状況は劇的に変化してき

ています。 

　このような状況の中、行財政改革の推進による財政規模の縮小や選挙費用の

抑制、事務の効率化による職員数の減少等により、２１ある現在の投票区を今後

も維持すべきかどうかについては、検討が必要な時期になってきていることを

踏まえ、石川町選挙管理委員会では、今後の効率的な選挙執行に向けて、適正な

投票区のあり方を検討することとしました。 
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２　投票区の現状と課題 

　石川町では長年にわたり２１投票区で選挙を執行してきました。（表１） 

　投票区の設定基準については、法令等に明確な規定がなく、昭和４４年に発出

された旧自治省選挙部長通知以降、投票区の設定基準に関する公的な通知は出

ておりません。昭和４４年当時とは選挙を取り巻く状況や生活環境も大きく変

化しており、現状を踏まえて投票区を設定することが必要です。 

　本町における現在の投票区は、各行政区や地理的要件等を勘案し設けられて

いますが、近年、少子高齢化や過疎化による人口減少により、有権者数は減少し

ています。令和６年１２月定時登録時における本町の有権者数は１１，９９５人

で、有権者数が最も多いのが石川投票区の１，８６７人、最も少ないのが北山形

投票区の１２７人となっており、その差は１４．７倍となっています。（表２） 

　有権者数が減少することで投票管理者や投票立会人の選任も困難になりつつ

あります。 

　また、平成１５年の公職選挙法の改正により、従来の不在者投票より条件が緩

和された「期日前投票制度」が創設されましたが、期日前投票による投票者数の

割合は年々増加しており、投票日当日に投票所で投票する有権者が減少傾向に

あります。（表３） 

　さらに、選挙執行経費基準法の改正により、国政選挙における選挙委託費が抑

制されていることにより、投票区の見直しによる選挙事務に適正化が必要とな

ってきており、全国的にも投票区の見直しが進められています。（表４） 

　町の選挙においては、選挙に係る経費はすべて町の負担となり、選挙執行経費

についても、歳出の見直しや縮減を図ることが必要になっています。 

　投票所については、高齢者や障がい者が投票しやすい環境を確保するため、投

票所となる施設のバリアフリー化が求められているところですが、一部の投票

区で投票所として使用している施設では入り口に段差がある等、バリアフリー

化がされていないものの他に投票所となりうる施設がないため、やむを得ず使

用している現状があります。 

　また、平成２８年６月に公職選挙法の改正により制度化された「共通投票所」

は、町内のどの投票区に属する有権者でも投票が可能である便利なものですが、

設置のためには、二重投票の防止のため、すべての投票所をオンラインで接続し、

有権者の投票状況をリアルタイムで共有する必要があり、そのための必要な設

備（光ファイバー回線等）が整備されている施設を投票所として選定していく必

要があります。 
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表１　石川町投票区 

 

 投票区名 区域

 石川投票区 字北町、高田の一部、屋敷入、古舘の一部、境ノ内、一ノ沢、江堀田、

長郷田、新町、矢ノ目田、鹿ノ坂の一部、南町、関根、下泉の一部、大

室の一部、大字双里字本宮の一部

 当町投票区 字下泉の一部、大室の一部、立ケ岡、塩沼、豆ケ平、大沢、当町、白石、

松木下、猫啼の一部を除く、渡里沢の一部

 新田投票区 字飛ケ作の一部、前ノ内、塩ノ平、大橋、草倉田、轡取、石田、弥吾、

大内、古舘の一部、長久保、鹿ノ坂の一部、渡里沢の一部、石塚、秋台、

柳作、大五郎内、高田の一部

 外槇投票区 字王子平、梁瀬、曲ノ内、成亀、宝殿前、和久、入山、下ノ内、新屋敷、

麦ノ内、飛ケ作の一部、外国見、国見、西ノ又、原、大字中野字井戸上

の一部

 沢田投票区 大字沢井（字東内打、上ノ池の一部、伏木、高原、深谷、真明田の一部、

田川、川井、五反歩の一部を除く。）、大字新屋敷、大字赤羽字古宿の一

部、韮草の一部

 赤羽投票区 大字赤羽（字古宿の一部、韮草の一部を除く。）

 山沢投票区 字猫啼の一部、大字沢井字東内打、上ノ池の一部、伏木、高原、深谷、

真明田の一部、田川、川井・五反歩の一部、大字山形字兎田、菖蒲沢、

滝尻、五斗蒔、大豆久内、作田、八升蒔の一部、関田の一部、横山の一

部

 山形投票区 大字山形（字兎田、菖蒲沢、滝尻、五斗蒔、大豆久内、作田、八升蒔の

一部、関田の一部、横山の一部を除く。）

 南山形投票区 大字南山形

 板橋投票区 大字板橋

 北山形投票区 大字北山形

 双里投票区 大字双里（字本宮の一部を除く。）、大字形見

 谷沢投票区 大字谷沢

 谷坂投票区 大字坂路、大字谷地

 中田投票区 大字中田

 母畑投票区 大字母畑字樋ノ口、湯前、高蔵内、長石田、居矢塚、山田、樋田、清水

作の一部、梅木入、小田口、丈田の一部、宮田、東、天升作の一部、大

字湯郷渡、大字北山字菅田の一部、関場の一部

 上母畑投票区 大字母畑字丈田の一部、新屋敷、天升作の一部、恵瀬郷、大作、藤扱沢、

猫塚、竹ノ内、朝日段、手倉、前手倉、八升蒔、法昌段、前午沼、牛沼、

滝ノ平、堀ノ内、柳久保、庫埜前、道面、後天升作、道久保、田ノ入、

恵門戸内、七森、清水作の一部

 羽貫田投票区 大字北山（字菅田の一部、関場の一部を除く。）

 中野投票区 大字中野（字井戸上の一部、鍛冶内の一部を除く。） 
大字曲木字燈篭場の一部

 曲木投票区 大字曲木（字燈篭場の一部を除く。）

 塩沢投票区 大字塩沢、大字中野字鍛冶内の一部
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表２　選挙人名簿登録者数（令和６年１２月２日現在） 

 
表３　石川町議会議員選挙における期日前投票者数の推移 

 
表４　衆議院議員総選挙における全国の投票所数の推移 

 

 投票区名 男 女 計

 石川投票区 ８９２ ９７５ １，８６７

 当町投票区 ６２９ ６８２ １，３１１

 外槇投票区 １９８ ２０７ ４０５

 新田投票区 ４２８ ４１７ ８４５

 沢田投票区 ５０６ ４９３ ９９９

 赤羽投票区 １４８ １５１ ２９９

 山沢投票区 １５８ １３５ ２９３

 山形投票区 １７１ １２０ ２９１

 南山形投票区 １０３ １３２ ２３５

 板橋投票区 １９９ １７０ ３６９

 北山形投票区 ６２ ６５ １２７

 双里投票区 ６０４ ６６８ １，２７２

 谷沢投票区 １１８ １１６ ２３４

 谷坂投票区 １１６ １１１ ２２７

 中田投票区 ２０９ ２１５ ４２４

 母畑投票区 ２２４ ２２０ ４４４

 上母畑投票区 １２３ １１５ ２３８

 羽貫田投票区 ７５ ６７ １４２

 中野投票区 ３８８ ４２５ ８１３

 曲木投票区 １９０ ２０７ ３９７

 塩沢投票区 ４０２ ３６１ ７６３

 合　計 ５，９４３ ６，０５２ １１，９９５

 執行年月日 投票者総数 期日前投票者数 期日前投票者数割合

 Ｈ１９．９．９ １３，１５４ １，８０６ １３．７％

 Ｈ２３．９．４ １０，９１０ ２，３０４ ２１．１％

 Ｈ２７．９．６ １０，６４４ ３，０３０ ２８．５％

 Ｒ　元．９．８ ９，０３２ ３，４７３ ３８．５％

 Ｒ　５．９．３ ８，１８８ ３，８０４ ４６．５％

 執行年月日 投票所数 前回比

 Ｈ１７．　９．１１ ５３，０２１

 Ｈ２１．　８．３０ ５０，９７８ ▲２，０４３

 Ｈ２４．１２．１６ ４９，２１３ ▲１，７６５

 Ｈ２６．１２．１４ ４８，６１７ ▲　　５９６

 Ｈ２９．１０．２２ ４７，７４１ ▲　　８７６

 Ｒ　３．１０．３１ ４６，４５５ ▲１，２８６

 Ｒ　６．１０．２７ ４５，４２９ ▲１，０２６
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３　投票区再編の目的 

　投票区の現状と課題を踏まえ、次の４点を目的として投票区の再編を検討し

ます。 

①人口規模や社会情勢に対応した投票区の適正化 

②投票管理者、投票立会人及び投票事務従事者の確保 

③選挙執行経費の縮減 

④高齢者や障がい者に配慮したバリアフリー化がなされ、かつ、共通投票所の設

置を見据えたオンライン化が可能な設備を備えた施設（投票所）の選定 

 

４　投票区再編の基本的な考え方 

　次の５点を投票区再編の基本的な考え方とします。 

①合併前の旧町村（大字）単位を基本とした再編を行います。 

②再編後の各投票区の投票所は、バリアフリー化され、かつ、オンライン化に対

応した光ファイバー回線等が常設された公共施設を基本とします。 

③期日前投票所を石川自治センターから役場町民ロビーへ変更し、よりバリア

フリーな投票所と、職員の移動によるロスを減らすことによる事務従事者の

確保を図ります。 

④投票所の廃止により投票所までの距離が遠くなることを勘案し、移動支援等

による投票機会の確保を図ります。 

⑤共通投票所を設置し、すべての投票区の有権者が投票できる投票所を整備し

ます。 

 

５　投票区再編の内容 

　前述の投票区再編の目的及び基本的な考え方を踏まえ、次のとおり投票区の

再編を行います。 

①合併前の旧石川町の区域（以下「旧町内」という。）については、有権者の多

い石川投票区を残し、当町投票区を石川投票区に統合します。また、外槇投票

区と新田投票区を統合し、石川町役場に投票所を設置します。 

②旧町内以外の区域については、合併前の旧村ごとに１投票区とする統合を行

い、距離・地形等を勘案し、投票所は各自治センターを基本とします。 

③投票区が統合され投票所が遠くなる有権者の利用等を想定し、廃止となる投

票所のうち地域からの要望があった投票所で、期日前投票期間に移動投票所

を実施します。 

④石川町共同福祉施設と石川町役場に、すべての投票区の有権者が利用できる

「共通投票所」を設置します。 
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表５　投票区再編一覧表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （R6.12.2 現在）　　　　　　　　　　　　　　　（R6.12.2 現在） 

 現　行 再　編　後

 投票区 投票所 有権者数 投票区 投票所（候補） 有権者数 対象区域

 第１ 
共通

石川町共同福祉施設

全域

 第２ 
共通

石川町役場

 
石川 石川町共同福祉施設 １，８６７

石川 
第１

石川町共同福祉施設 ３，０５２

字北町、高田の一部、屋敷入、古舘の一部、境ノ

内、一ノ沢、江堀田、長郷田、新町、矢ノ目田、

鹿ノ坂の一部、南町、関根、下泉、大室、立ケ岡、

塩沼、豆ケ平、大沢、当町、白石、松木下、猫啼、

渡里沢の一部 
※石川投票区に編成されている「大字双里字本宮

の一部」は中谷投票区へ再編

 
当町 石川町勤労青少年ホーム １，３１１

 
外槇 王子平集会所 ４０５

石川 
第２

石川町役場 １，２７８

字飛ケ作、前ノ内、塩ノ平、大橋、草倉田、轡取、

石田、弥吾、大内、古舘の一部、長久保、鹿ノ坂

の一部、渡里沢の一部、石塚、秋台、柳作、大五

郎内、高田の一部、王子平、梁瀬、曲ノ内、成亀、

宝殿前、和久、入山、下ノ内、新屋敷、麦ノ内、

外国見、国見、西ノ又、原 
※外槇投票区に編成されている「大字中野字井戸

上の一部」は野木沢投票区へ再編

 
新田 新田ふれあいセンター ８４５

 
沢田 沢田児童館 ９９９

沢田 沢田自治センター １，４５７

大字沢井、大字新屋敷、大字赤羽 
 
※山沢投票区に編成されている「字猫啼の一部」

は石川第１投票区へ、「大字山形字兎田、菖蒲

沢、滝尻、五斗蒔、大豆久内、作田、八升蒔の

一部、関田の一部、横山の一部」は山橋投票区

へ再編

 
赤羽 赤羽集会所 ２９９

 
山沢 上沢井公民館 ２９３

 
山形 山形研修集会所 ２９１

山橋 山橋自治センター １，１５１ 大字山形、大字南山形、大字北山形、大字板橋

 
南山形 南山形集会所 ２３５

 板橋 板橋ふれあいセンター ３６９

 北山形 北山形集会所 １２７

 
双里 中谷自治センター １，２７２

中谷 中谷自治センター ２，２８０
大字双里、大字形見、大字谷沢、大字坂路、大字

谷地、大字中田

 
谷沢 谷沢公会堂 ２３４

 谷坂 坂路公会堂 ２２７

 中田 旧中谷第二小学校体育館 ４２４

 
母畑 旧母畑小学校体育館 ４４４

母畑 旧母畑小学校体育館 ８２４ 大字母畑、大字湯郷渡、大字北山
 

上母畑 上母畑研修集会所 ２３８

 羽貫田 北山研修集会所 １４２

 
中野 野木沢自治センター ８１３

野木沢 野木沢自治センター １，９５３

大字中野、大字曲木、大字塩沢 
 
※実務上、塩沢投票区に編成されている「字轡取

の一部、石田の一部」は石川第 2 投票区へ再編

 
曲木 曲木研修集会所 ３９７

 塩沢 塩沢農業構造改善センター ７６３
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６　投票区再編に伴う選挙ポスター掲示場の見直し 

　選挙ポスター掲示場は、公職選挙法第１４４条の２、公職選挙法施行令第１１

１条及び石川町ポスター掲示場の設置に関する条例の規定により、投票区ごと

に５か所から１０か所の設置が必要であり、現在の法定設置数は１４６か所で

す。 

　投票区の再編に伴い、選挙ポスター掲示場の投票区ごとの法定設置数も変更

になることから、投票区の再編と併せて選挙ポスター掲示場の設置数・設置場所

も見直すことといたします。 

 

７　投票区再編の効果 

　再編後、投票区は現行の２１か所から７か所となり、最大で１５倍ほどの差が

あった有権者数が、約４倍まで減らすことができます。投票所については、７か

所に見直すことにより、投票管理者が１４人（１４投票所×１人）、投票立会人

２８人（１４投票所×２人）、投票事務従事者約６０人の人員を削減することが

できます。 

　選挙ポスター掲示場については、公職選挙法施行令第１１１条等の規定によ

り、各投票区の選挙人名簿登録者数と面積から算定される現在の法定設置数１

４６か所から、見直し後は５４か所になります。 

　これらにより、選挙執行経費については、投票管理者報酬、投票立会人報酬、

投票事務従事者手当及び選挙ポスター掲示場設置費等を削減することができ、

１回の選挙あたり１００万円から２００万円程度の削減が見込まれます。 

　また、１投票区あたりの有権者数が増加することにより、投票管理者や投票立

会人のなり手不足にも対応できます。 

 

８　投票区再編の実施時期 

　石川町の投票区の数や区域の範囲等は、「石川町公職選挙等執行規程」に規定

されており、同規程を改正することで再編を実施します。 

　再編後の投票区・投票所は、「参議院議員通常選挙」から適用する予定です。 
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９　投票区再編への対応 

　投票区を再編することで投票所が遠くなる地区については、投票率の低下が

懸念されるところですが、それらの対応策として、移動投票所の実施や共通投票

所の設置をするとともに、今後も国・県と連携し、様々な機会をとらえ、選挙の

啓発を実施し、投票率の向上に努めてまいります。 

　また、投票所が変更になる地区を中心に、投票所の間違いがないよう、新しい

投票所の周知徹底を図ります。 

　なお、再編が実施された後においても、投票率の変化や町民の皆様からのご意

見等により、検証・見直しを行います。選挙ごとに投票区を変更することは有権

者に混乱をもたらす恐れがあり、事務的にも複雑になることから、一定期間にお

ける選挙の投票率の推移を見ながら、適宜改善を行っていくこととします。 

 

 

【参考】近隣町村の投票区の状況 

 

面積
選挙人名簿 

登録者数
投票区数

ポスター掲示場

設置数 

※（　）は法定数

 

浅川町  37.43 ㎢ 　５，０３２人 　５か所
３７か所 

（３６か所）

 

古殿町 163.29 ㎢ 　３，９９２人 　９か所
３０か所 

（７０か所）

 

玉川村  46.67 ㎢ 　５，２２７人 　８か所
５４か所 

（５５か所）

 

平田村  93.42 ㎢ 　４，６５９人 　６か所
５０か所 

（５０か所）

 

【石川町】 115.71 ㎢ １２，０１７人 ２１か所
９８か所 

（１４６か所）


